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特定非営利活動法人  佐賀消費者フォーラム  

差止請求関係業務規程 
  

第１章   総則   

  

第１条（目的）  

この業務規程（以下、「本規程」という。）は、特定非営利活動法人佐賀消費者フ

ォーラム（以下、「当団体」という。）が、差止請求関係業務を消費者契約法（以下、

「法」という。 )、消費者契約法施行規則（以下、「規則」という。）、及び適格消費

者団体の認定、監督等に関するガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）に

則り適切に実施するために、実施する組織、実施方法、情報の管理・秘密の保持等

について定めるものである。   

 

第２条（定義）  

本規程において「差止請求関係業務」とは、法第１３条第１項に定める以下の業

務をいう。   

一   不特定かつ多数の消費者利益のために差止請求権を行使する業務   

二   前号の業務の遂行に必要な消費者被害情報収集に係る業務   

三   消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報提

供に係る業務   

２  本規程において「差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の決定」とは、法第

２３条第４項各号に規定する事項 (規則第１７条第１５号に規定する行為を除く )の

うち、当団体の決定にかかる事項をいう。   

３  本規程において「秘密」とは、法第２５条に規定する「差止請求関係業務に関し

て知り得た秘密」（一般に知られていない事実であって、本人が他に知られないこ

とにつき相当の利益を有するもの）をいう。   

４  本規程において「役職員・委員」とは、定款第１１条に定める役員、別に定める

検討委員会運営規則第３条に定める検討委員並びに定款第４５条に定める事務局

長及び事務局員をいう。   

  

第２章   差止請求関係業務に関わる組織   

  

第３条（理事会）   

理事会は、定款第３０条ないし第３３条にもとづき、差止請求関係業務に係る事

項について決定を行う。   

２  理事会は、前項の決定のうち、差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の決定

については、理事又はその他の者に委任できない。   

３  理事の定数、選任、解任、任期および再任に関しては、定款の定めによる。  

 

第４条（検討委員会）  

   検討委員会は、差止請求関係業務に係る事項について検討し、その結果を理事会

に具申する。   

２  検討委員会の構成員には、法第１３条第３項第五号イ及びロに掲げる者をいずれ

も含むものとする。   

３  本条第１項に定める検討においては、法第１３条第３項第五号イ及びロに掲げる

者いずれの意見をも聴取する。聴取する方法は、原則として会議による。ただし、

検討に緊急を要する等やむを得ない場合は、書面（ファクシミリを利用して送信す
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る書面を含む。以下「書面等」という。）又は電子メールでの意見聴取もできる。   

４  前項のうち会議による場合は、その議事概要を作成し、書面等または電子メール

による場合は、意見聴取の概要と結果を記載した記録を作成する。   

５  検討委員会は、差止請求の要否とその内容、対処方針等の基礎調査のために、検

討グループを設置することができる。   

６  検討委員会の構成、委員の選任・解任とその方法、任期および再任、その他運営

に関する事項については、別に定める検討委員会運営規則（別紙１）による。  

  

 

第３章   差止請求関係業務の実施方法   

  

第５条（消費者被害情報収集業務の実施方法）   

 消費者被害情報収集業務は、以下の方法によって行う。   

一  消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー・コンサルタント、弁護士、司法書

士等が窓口となって、テーマを設定しての随時の電話相談等の消費者被害情報収

集（以下、「１１０番」という）を行う。   

  二  事務局は、団体正会員から継続的に消費生活被害情報の提供を受ける。   

  三  事務局は、各種会員から、随時、消費生活被害情報の提供を受ける。   

四  事務局は、その他、電話、書面及び面談等で、不当と考えられる約款の使用と勧

誘行為に関する情報提供を受ける。   

  

 

第６条（消費者被害情報収集業務実施の際の遵守事項）  

   前条第一号の業務に際しては、下記事項を遵守する。   

  一  １１０番の案内に当たっては、次の事項を明示する。  

イ   １１０番の趣旨は、被害の要因となった約款・勧誘行為に関する情報収集で

あり、入手した情報を検討し、差止請求関係業務の実施のために利用すること。  

ロ   原則としてあっせん解決は行なわず、助言対応であること。   

ハ   消費者の個人情報は、追加の助言やヒアリング等、本人への連絡に限って使

用し、それ以外に使用する場合は、あらかじめ本人の同意を得ること   

二  １１０番当日の運営については、次の事項を遵守する。   

   イ   当日の業務従事者は、１１０番の業務を通じて得た情報の目的外利用と第三

者に提供しない旨の誓約書（別紙２）を当団体に提出すること   

ロ   法律に基づく助言を正確に行なうために、アドバイザーとして法第１３条第

３項第五号ロに掲げる者の参加を得ること   

２  前条第二号の業務に際しては、個人情報保護や情報管理等について規定した覚書

（別紙３）を締結し、同覚書にそって業務を行う。   

３  前条第三号及び第四号の業務に際しては、所定の様式（別紙４）を準備し、情報

提供を受けた日時、場所、相談者の氏名、事業者名、トラブルの概要、助言の内容、

提供された情報の詳細及び対応者の氏名等を記録する。   

 

第７条（PIO-NET 情報等の利用）  

  国民生活センター又は地方公共団体に、PIO－NET 情報及び個別の消費生活相

談情報の提供を求める場合には、法第４０条及び施行規則第３０条に従って行う。  

  

第８条（差止請求権を行使する業務の実施方法）   

 検討委員会は、規程第６条及び同第７条に定める業務により取得した消費者被
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害情報に対する今後の対処方針を検討し、理事会に意見を具申する。  

２ 検討委員会は、前項の対処方針検討のために必要な場合、相手方事業者に必要

な質問をし、情報提供を求めることができる。   

３  前項の行為は、原則として非公開にて行う。但し、同種業者を対象とする一般

的な実態調査をアンケートその他の方式で行う場合、及び理事会において消費者

利益確保のために公開で行うことが適当であると判断した場合はこの限りでない。  

４ 検討委員会は、基礎的調査を実施するために、検討グループを設置することが

できる。   

５   検討委員会及び検討グループは、検討委員会運営規則に基づいて業務を行う。   

６   検討委員会及び検討グループは、会議の開催日時、場所、出欠者名簿、議題、

主な意見の概要、表決結果等を記録した議事概要を作成する。   

 

第９条（差止請求権行使についての理事会決議）  

 理事会は、検討委員会から具申を受けた事項を審議し、差止請求の要否とその内

容、及び今後の対処方針等を審議する。   

２  前項の具申を受けた事項のうち、差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の決

定については、理事会で議決しなければならない。   

３  理事会の議事録には、開催日時、場所、出欠者の氏名、議題、書面表決を含む賛

否の数、並びに議事の経過の概要を明記する。   

４  やむをえない理由のため、第１項又は第２項の決議に係る理事会に出席できない

理事は、予め通知された事項について書面等又は電子メールをもって表決に参加す

ることができる。   

５  緊急を要する事項について、理事長から全理事に書面等又は電子メールにより通

知し賛否を求めた場合には、理事総数の過半数を得た賛否をもって、第１項又は第

２項の理事会の議決とすることができる。この場合の議事録には、発議月日、送付

方法、表決締切月日、通知した事項、各理事の表決結果と付記意見の内容等を記載

する。   

  

第１０条（差止請求権行使に関する記録作成）  

差止請求権を行使する業務の実施について、案件ごとに下記事項を記載した書面

を作成し、各事項に該当する資料を添付して保管する。   

  一  提供された消費者被害情報の件名   

  二  当該事業者名   

  三  国民生活センター又は地方自治体の相談窓口から提供を受けた情報の概要   

  四  他の適格消費者団体から提供を受けた情報の概要   

 五  検討グループ、検討委員会、理事会での審議経過   

六  申入れの趣旨   

七  事業者等との交渉の経過   

八  訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立て等の概要及び結果   

九  消費者への情報提供実施の有無及び実施の方法   

 

第１１条（差止請求の結果についての情報提供）  

   法第３９条に基づき内閣総理大臣が公表する事項については、当団体もすみやか

に公表する。   

２  法第３９条によって内閣総理大臣が公表することが法定されていない法第２３

条第４項第一号ないし第三号及び第十号に定める事項については、公表の是非、公

表する事項、公表の方法について、理事会で議決する。  
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３  前項の議決にあたっては、消費者被害の拡大防止並びに消費者被害の回復に資す

る観点から、以下の事項を総合的に勘案する。   

一  当該案件または類似案件に係るこれまでの被害者の数と金額の多寡   

二  当該案件または類似案件に係る今後の被害拡大のおそれの有無とその緊急性   

  三  当該案件に関して、当法人が有する証拠を含む資料   

  四  その他、公表が消費者に与える影響等   

４  第１項及び第２項に基づく公表の方法について、情報提供の必要性・緊急性が高

いものについては、随時、記者発表を実施する。その他の事案については、ホーム

ページに掲載する。   

  

第１２条（役職員・委員が特別の利害関係を有する場合の措置）  

役職員・委員が差止請求にかかる相手方と特別の利害関係を有する場合の措置は、

定款第１６条に加え、以下のように定める。   

一  役職員・委員は、次に該当する場合には、その事業者又は事業者団体の名称及び

役職名を理事会に届け出なければならない。   

イ  役職員・委員が事業者である場合   

ロ  役職員・委員が事業者又は事業者団体の役員若しくは職員である場合   

ハ  役職員・委員が過去に事業者であった場合   

ニ  役職員・委員が過去に事業者又は事業者団体の役員又は職員であった場合   

ホ  役職員・委員が新たに事業者になることが決定した場合   

ヘ  役職員・委員が新たに事業者又は事業者団体の役員若しくは職員となることが

決定した場合   

二  事業者の不当な約款・勧誘行為への差止請求に関して、当団体として対応の検討

を開始して以降、その事業者又は事業者団体と前項の関係にある役員、及び前号

イ、ロの関係にある検討委員及び職員は、当該の案件に関する業務（理事会、検

討委員会、及び検討グループでの当該案件に係る審議及び議決権行使を含む）を

行うことができない。   

  三  役職員・委員である弁護士・司法書士が業務を受任している事業者の不当な約

款・勧誘行為への差止請求に関して、当団体として対応の検討を開始した場合に

は、その役職員・委員又は検討グループメンバーは、当該案件に関する当法人の

業務に関与しない。   

  四  役職員・委員は、差止請求の相手方事業者と次のような関係を有する場合には、

その旨を遅滞なく理事長に申し出なければならない。  

但し、前号により当該案件に関する業務に関与しないときはこの限りでない。   

    イ  個人事業主として当該事業者と取引関係を有する場合。   

    ロ  当該事業者と取引関係を有する組織の役職員であって、当該事業者との取引の

担当者又は責任者である場合   

五  前号の場合、理事長は、その取引関係の内容を検査し、申し出にかかる役職員・

委員が当該相手方事業者と特別の利害関係を有すると認めた場合には、その役職

員・委員に当該案件に関する業務（理事会、検討委員会及び検討グループでの当

該案件に係る議決権行使を含む）を行わせない。   

  

第１３条（特別の利害関係を有するおそれがある場合の措置）  

  役職員・委員は、前条の他、差止請求の相手方事業者と特別の利害関係を有する

と考えられる場合は、その旨を遅滞なく理事長に申し出なければならない。但し、

弁護士・司法書士等その業務上守秘義務を負う者であって、当該義務に基づいて、

特別の利害関係が疑われる関係を理事長に申し出ることができない場合はこの限
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りでない。   

２  前項本文の場合、理事長は、申し出にかかる役職員・委員が当該相手方事業者と

特別の利害関係を有する者に当たるか否かを判断し、特別の利害関係を有する者に

当たると認めた場合には、その者に当該案件に関する業務を行わせない。   

３  第１項但書の場合には、当該役職員・委員は、自ら、自己が当該相手方事業者と

特別の利害関係を有する者に当たるか否かを判断し、特別の利害関係を有すると認

められる場合には、当該案件に関する業務を行わない。   

 

第１３条の２  理事が、事業の内容や市場の地域性等を勘案して差止請求に係る相手

方である事業者と実質的に競合関係にあると認められる事業を営み又はこれに従

事するものである場合、当団体との間において差止請求権の行使に関し当該行使に

係る相当な実費を超える支出を伴う取引をする場合、その他の理事の兼職の状況が

差止請求権の行使の適正に影響を及ぼしうる場合は、その理事は理事会における当

該場合が生ずる案件に関する審議（議決権行使を含む）に関与しない。  

  

第１４条（適格消費者団体であることを疎明する方法）  

  差止請求関係業務を行なうに際し、相手方事業者からの請求があった場合には、

内閣総理大臣より適格消費者団体を認定する旨の通知を受けた書面の写しを提示

する。   

 

  

第４章   適格消費者団体相互の連携協力に関する事項   

  

第１５条（消費者被害情報の共有の促進）   

当団体は、他の適格消費者団体と、会議や書面・電子メール等での情報交換等を

行い、適格消費者団体間の連携を促進するよう努める。   

  

第１６条（消費者被害情報の共有に関する基準と方法）  

消費者団体訴訟制度の効果的活用のため、他の適格消費者団体との消費者被害情

報の共有を以下の方法によってはかる。   

  一   当団体は、必要に応じて、他の適格消費者団体に対し、事案の概要・検討の趣

旨等を明示のうえ、当該事業者に関する消費者被害情報の提供を請求する。その

場合は、本業務規程を提示し、情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項に

ついて説明する。   

  二   他の適格消費者団体から、事案の概要・検討の趣旨等を明示のうえ、当該事業

者に関する消費者被害情報を請求された場合、当該団体の業務規程に照らし、情

報の管理及び秘密の保持が適切に行なわれることを確認したうえで、請求に該当

する消費者被害情報があれば、それを提供する。   

  三   情報提供を受けた適格消費者団体に対し、当該事案に関する理事会での議決結

果（第９条に関する事項を除く）を、当該会議終了後すみやかに報告する。   

  四   当該事案への対応が、法第２３条第４項に定める段階へ進んだ時から、情報共

有の方法は、同条同項並びに規則第１３条に定める方法に移行する。   

    

第１７条（差止請求権の行使の状況に関する通知及び報告）  

 差止請求権の行使の状況に関する情報提供の内容については、法第２３条第４項、

並びに規則第１４条・第１６条・第１７条の定めによる。   

２  規則第１７条第１５号に定める「攻撃又は防御の方法の提出その他の差止請求に
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関する手続に係る行為」のうち、差止請求訴訟において当団体から提出した主張書

面及び証拠説明書については、消費者等に関する個人情報等を削除した上､法第２

３条第４項の通知及び報告をする｡その他の「攻撃又は防御の方法の提出その他の

差止請求に関する手続に係る行為」については、差止請求権の適切な行使又は適格

消費者団体相互の連携を図る見地から当該案件における他の適格消費者団体との

協力の実状や、類似案件に関する他の適格消費者団体の活動状況をふまえ、全ての

適格消費者団体との情報共有の必要性があると理事長が判断する場合に法第２３

条第４項の通知及び報告をする｡   

３  差止請求権の行使の状況に関する情報提供の方法については、法第２３条第４項、

並びに規則第１３条又は規則第１５条の定めによる。   

 

第１８条（差止請求権の行使の状況に関する意見交換）  

差止請求権の行使の状況に関する意見交換については、適格消費者団体間におい

て、必要に応じ、書面・電子メール・面談等で行う。   

  

 

第５章   情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項   

    

第１９条（文書等の管理及び保持の方法）  

消費者被害情報のうち、情報提供者である消費者を特定しうる情報については以

下の方法で管理・保持する。   

一   消費者被害情報受付簿を作成し、受付順、受付日時、収集方法（１１０番、団

体からの提供、その他などの別）、事業者名、情報概要、対処状況、保管方法（受

付順保管か事業者別保管か）等を記録する。   

二   当該情報を電子媒体で管理する場合にはインターネットに接続しない特定のド

ライブで保管する。但し、事案検討に移行した段階においてはこの限りでない。  

三   前項の特定のドライブにアクセスできるのは、当団体の事務局員のみとし、そ

れ以外の者がアクセスできないよう、当該ドライブにアクセスできる端末の立ち

上げに際してパスワード入力を要するシステムとする。     

四   紙媒体に記載された情報を破棄する場合には判読できないようにする。   

  

第２０条（文書等の管理責任者の配置）   

  前条に定める消費者被害情報、第１２条に定める資料、並びに理事会・検討委員

会・検討グループの会議資料・議事録・議事概要（これらの資料すべてを、以下「管

理資料」という）については、その管理責任者を事務局長とする。   

    

第２１条（文書等の盗難防止策）  

  紙媒体に印刷された管理資料は、指定のキャビネットに施錠して保管し、その鍵

は事務局長が管理する。   

  

第２２条（文書等へのアクセス制御）  

  役職員・委員が管理資料を閲覧し、又はこれを所定の保管場所より持ち出す場合、

コピーする場合､電子データを持ち出す場合若しくは電子データをコピーする場合

には、事務局長に通知し、その了承を得なければならない。   

  

第２３条（情報の管理及び秘密の保持に関する研修等の実施）  

   本規程の適用開始時に役職員・委員に規程の内容について研修を実施するものと
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し、以後規程の改定がなされた場合は、遅滞なく改訂内容を上記の者に周知する。  

２  新たに、役職員・委員に就任する者に対し、規程の内容について研修を実施する。   

  

第２４条（情報の管理及び秘密の保持に関する服務規程）  

  情報の管理及び秘密の保持に関する役職員・委員の服務規定として下記項目を定

める。   

一   役職員・委員は、消費者から消費者被害情報の提供を受ける際には、差止請求

関係業務の実施のために利用することを明示する。   

二   役職員・委員は、差止請求関係業務を実施する以外の目的のために、消費者被

害情報を利用してはならない。   

三   理事会、検討委員会及び検討グループの会合において、各々の役員、検討委員、

検討グループメンバーに配布される資料について、これを各役員、検討委員、検

討グループメンバーにおいて保管する場合は、紛失しないよう各自保管場所を定

めて保管する。   

四   前号の資料を廃棄する場合は、当該資料のうち個人が特定できる消費者被害情

報については、判読ができないようにする。また個人が特定できる消費者被害情

報が電子データとして提供された場合、データを保管しているコンピューターの

ディスク並びに磁気媒体等からの削除をもって、情報の廃棄とする。   

  

第２５条（消費者本人を識別しうる被害情報に関する本人の同意）   

  消費者被害情報を、事業者への申入れ、訴訟提起、公表等に活用する場合におい

て、情報提供者が識別される可能性があるときは、情報活用に先立って、下記事項

について情報提供者本人に通知し、活用に関する同意を書面にて得ることとする。  

一   活用する情報の内容   

二   当該情報を活用する理由   

三   当該情報を活用する範囲    

 

第２６条（役職員・委員の秘密保持義務）    

役職員・委員は、差止請求関係業務に従事する中で得た秘密及び第９条が規定す

る業務で得た事項のうち未だ公表に至っていないものを、在任中及び退任又は退職

後に、私的に利用し、又は第三者に提供してはならない。   

  

 

第６章   帳簿書類の作成及び保存に関する事項   

  

第２７条（帳簿書類の作成及び保存の方法）  

法第３０条及び規則第２１条１項に定められた帳簿書類として下表の資料を作

成するものとし、規則第２１条第２項に従って毎年度末に閉鎖し、閉鎖後５年間保

存する。但し、複数年度にわたって継続する事案にかかる帳簿書類は、当該事案が

終了した年度の年度末に閉鎖し、閉鎖後５年間保存する   

  

書類の種類  記載事項・作成方法等  

１ 差止請求権の行使に関し、事業    

者等との交渉の経過を記録したも

の   

[記載事項 ] 交渉の相手方である事業者等の氏

名・名称、交渉日時、場所、事前請求のときは

書面発送日、交渉担当者名、事案の概要、主な

争点、交渉内容および相手方事業者等の対応等  

[作成方法 ] 交渉担当者が作成し、事務局長が確



8 

 

認する。  

２ 差止請求権の行使に関し、当団

体が訴訟、調停、仲裁、和解、強

制執行、仮処分命令の申立てその

他の手続の当事者となった場合、

その概要及び結果を記録したもの  

[記載事項 ] 訴え提起の相手方である事業者等

の氏名・名称、法的手続の種類、訴え提起等の

日、係属裁判所（部）、事案の概要、主な争点、

訴え提起等以後の経緯、訴え提起等の結果  

[作成方法 ] 事務局長が作成し、当該事案の代理

人となった弁護士が確認する。  

３ 消費者被害情報収集業務の概要

を記録したもの  

[記載事項 ] 業務をした日時、場所、方法、業務

の種類、業務担当者名、業務の結果  

[作成方法 ] 業務担当者が作成し、事務局長が確

認する。  

４ 差止請求情報提供業務の概要を

記録したもの  

[記載事項 ] 業務をした日時、場所、方法、業務

担当者名、業務の結果（報道記事等）  

[作成方法 ] 業務担当者が作成し、事務局長が確

認する。  

５ 前各号に規定する帳簿書類の作

成に用いた関係資料のつづり  

[資料の内容 ] 表の第１号から第４号までの記

録の基礎となる資料をいう。たとえば、事業者

等との交渉の際に提供・受領した資料、訴状等

の写し、１１０番受付簿、記者会見資料等。  

[保管方法 ] 交渉担当者または業務担当者が事

務局に提出し、事務局が所定の場所に保管する。 

６ 理事会の議事録  [記載事項 ] 開催日時、場所、出席者名、審議事

項及び審議内容と結果  

[作成方法 ] 理事会で選任した議事録作成人が

作成し、事務局が所定の場所に保管する。  

７ 検討委員会の議事概要、  

検討グループの会議の議事概要  

 

[記載事項 ] 開催日時、場所、出欠者名、議題、

議事内容と結果  

[作成方法 ] 検討委員または検討グループのメ

ンバーが作成し、検討委員長または検討グルー

プ長が確認し、事務局が所定の場所に保管する。 

８ 会計簿  [記載事項 ] 現金出納帳、合計残高試算表、総勘

定元帳、証憑書類  

[作成方法 ] 事務局が、日次の適切な経理処理を

基礎に、毎月次で上記帳票を作成し、事務局長

が確認し、事業年度末で閉鎖する。  

９ 会費、寄附金その他これらに類

するもの（以下「会費等」という。）

を納入した者の氏名、住所、職業、

会費等の金額、納入年月日を記録

したもの  

[記載事項 ] 左欄のとおり  

[作成方法 ] 事務局が、会計簿とは別に上記を記

録し、毎月次に事務局長が確認し、事業年度末

で閉鎖する。   

10 会費等関係規定（会費等につい

て定めた定款、規約その他これら

に類するもの）  

[記載事項 ] 会員の種類、入会金、年会費  

[作成方法 ] 理事会の議決により、事務局長が作

成する。  

11 法２８条１項各号に規定する財

産上の利益の受領について記録し

たのも  

[記載内容 ] 相手方の氏名・名称、訴訟費用の償

還・間接強制・強制執行費用・約定違約金の種

別、財産上の利益額  

[作成方法 ] 事務局が、会計簿とは別に上記を記
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録し、毎月次に事務局長が確認し、事業年度末

で閉鎖する。  

 

 

 

第２８条（責任者の設置）  

  前条の帳簿書類の作成並びに保存に関する業務の責任者を事務局長とする。   

 

 

第７章   書類の備置き及び閲覧等の方法に関する事項   

  

第２９条（書類の作成期限、閲覧謄写）  

   法第３１条第１項に定める財務諸表等を、毎年度事業終了後３月以内に作成する。  

２  法第３１条第３項に定める書面を５年間、事務所に備え置き、所定の書式（別紙

５）に基づいて当団体の業務時間内（月曜から金曜までの１３時から１７時まで（但

し、祝祭日及び１２月２８日から１月４日まで、並びにゴールデンウィーク・夏季

休業等など当団体の業務を休業する日として一週間前までにホームページにて広

報した日を除く）に請求があったものにつき、同条第４項に定める以下の請求に対

応する。但し、正当な理由がある場合は、これを拒むことができる。   

一   当該書面の閲覧又は謄写   

  二   当該書面の謄本又は抄本の交付。但し、必要経費として、手数料一件あたり５

００円及び交付書面１ページあたり２０円のコピー代並びに送料実費を合算し

た金額を、請求者の負担とする。   

３  前項の請求に対し、電磁的記録として保管されている書面については電子データ

により提供することができる。この場合、手数料５００円を請求者の負担とする。  

  

 

第８章   調査実施者の選任及び解任に関する事項   

  

第３０条（調査実施者の職務及び資格）  

当団体は、法第３１条第２項並びに規則第２２条にもとづき、調査実施者を選任

する。   

２  調査実施者は、毎事業年度、当団体の差止請求関係業務その他の業務が消費者契

約法の規定に従い適正に遂行されているかどうかについて、調査を行う。  

３  調査実施者は、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の資格を持ち、監査に

関する事務に従事した経歴があり、前項の調査に必要な学識経験を有し、公正な判

断をすることができる者でなければならない。  

４  当団体の役員、職員、検討委員、または過去２年間にこれらの者であった者は、

外部調査人になることはできない。  

５  調査実施者の人数は１人とする。  

 

第３１条（調査実施者の選任及び解任）  

 調査実施者は、理事会の議決によって選任する。  

２  調査実施者が法令違反行為を行ったり、法または施行規則等に基づいた調査活動

を実施しないなど、著しく不適格であることが判明した場合には、理事会の議決に

よってこれを解任する。  
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第３２条（調査契約）   

調査実施者を選任したときは、遅滞なく、当該調査実施者との間で、当団体が第３

０条第２項の調査を受けとること並びに調査の方法及び結果が記載された調査報告

書の提出を受けることを内容とする調査契約を締結しなければならない  

２  調査契約には、調査実施者が調査を行うため必要があると認めた場合においてそ

の必要な限度で質問をし、報告を求めることができること、及び、調査実施者が帳

簿書類その他の物件を調査しようとする場合に当団体がこれに応じなければなら

ないことを規定した条項が含まれていなければならない。  

 

第３３条（調査実施者の義務）  

 調査実施者は、調査契約の履行にあたっては、常に公正不偏の態度を保持し、自ら

の判断と責任において調査をしなければならない。  

２  調査報告書には、調査の方法及び結果を記載し、調査実施者が署名または記名押

印しなければならない。  

 

 

第９章   本規程の見直し   

  

第３６条（提案及び改廃）  

  理事及び事務局員は、業務運営に照らして本規程に改訂の必要を見出したときは、

これを理事会に提案する。   

２  理事会は前項の提案に基づき、改訂の要否を決定する。この規程を改訂したとき

は、すみやかに内閣総理大臣に届け出るものとする。   

  

  

附則   

１ . 本規程は、平成 26 年 10 月 6 日の理事会にて決定され、適格消費者団体の認定を

受けた日より施行する。   

２ . 平成 27 年 11 月 16 日の臨時理事会にて一部改正  

３ . 平成 28 年 11 月 21 日の定例理事会にて一部改正  

４ . 平成 28 年 12 月 5 日の臨時理事会にて一部改正  


